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⾷品衛⽣法における
農薬の残留基準について

平成27年11⽉9⽇ さいたま市産業⽂化センター

厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局
⽣活衛⽣・⾷品安全部基準審査課
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■ 残留基準設定の流れ
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農薬等の残留基準の設定にあたり、⾷品安全委員会が農薬等のヒトに対する健康影響についてリスク評価を⾏
い、厚⽣労働省がその評価結果に基づき⾷品中の残留基準値の設定を⾏っている。これらの審査により安全性
が確認された後、農薬等としての使⽤が許可される。
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■ 農薬の残留基準の意義①

健康に悪影響が⽣じないよう、
⾷品中の残留農薬についてリスク管理が必要

⾷品中の残留農薬とは

○ 農産物の⽣産のために使⽤された農薬は、⾬に洗い
流されたり、植物体内で分解されたりして減少するも
のの、収穫される農産物にも微量に残留する可能性。

○ ⼈は、毎⽇様々な⾷品を⾷べることを通じ、
これら微量の農薬を摂取。
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■ 農薬の残留基準の意義②
健康への悪影響を⽣じるリスクについては、
農薬の「摂取量」を考慮する必要がある。

・多くの農薬は、摂取量が⼀定以下であれば毒性が⽣じないという量（閾値）がある。
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体
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︵
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農薬の摂取量

閾値

健康への悪影響を
防ぐためには、
・農薬ごとの毒性に

応じて
・⾷品を通じた農薬

の摂取量を⼀定以
下に抑えることが
必要
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■ 農薬の残留基準の意義③

残留基準とは、
・⾷品中に含まれることが許される残留農薬の限度量
・残留基準を超える⾷品の流通は禁⽌

厚⽣労働省では、⾷品衛⽣法に基づき、農薬の残留基準を設定

→ これにより健康への悪影響が⽣じないことを確保

にんじん キャベツ はくさい りんご
農薬Ａ 0.02ppm 0.05ppm 0.1ppm 2ppm
農薬Ｂ 1ppm 0.1ppm 0.5ppm 2ppm
農薬Ｃ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

（残留基準のイメージ）

（注）ppm：100万分の１を意味する。1ppmは、⾷品1kg中に農薬1mgが含まれる濃度。
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個別の残留基準が
定められていない⾷品

＝ 0.01ppm以下（⼀律基準）

⾷品中の農薬等

従前の規制

２５０農薬、
３３動物⽤医薬品等に
⾷品ごとに残留基準を設定

⾷品中の農薬等

７９９農薬等に⾷品ごとに
残留基準を設定

(暫定基準含む)

⼈の健康を損なうおそれのないことが
明らかである6５物質 = 規制対象外

ポジティブリスト制度
（Ｈ１８.５施⾏時）

規制対象外

■ 農薬の残留基準の意義④（ポジティブリスト制度）
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○ 原則、すべての農薬に残留基準を設定し、基準を超えて農薬
が残留する⾷品の流通を禁⽌。
（注）個別の基準値が設定されていない場合は、⼀律基準（0.01 ppm）を適⽤。
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■ 残留農薬の安全性の確保①
健康への影響を判断するための指標
○ 農薬を⻑期間（⽣涯）にわたり摂取し続けた場合に、健康への影響が

ないか
→ 指標：⼀⽇摂取許容量（ADI)

（注）ADI（Acceptable Daily Intake）：ヒトがある物質を毎⽇⼀⽣涯にわたって摂取し続けても、
健康への悪影響がないと推定される⼀⽇当たりの摂取量。
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○ 農薬を短期間に通常より多く摂取した場合に、健康への影響がないか
→ 指標：急性参照⽤量（ARfD) 

（注）ARfD（Acute Reference Dose）：ヒトが24時間または、それより短時間の間の経⼝摂取によって、
健康に悪影響が⽣じないと推定される摂取量。

厚⽣労働省では、⾷品を通じた農薬の摂取量がこれらの指標
を下回ることを確認し、残留基準を設定。

⾷品安全委員会が科学的評価に基づき
各農薬のADI、ARfDを設定

平成26年度からは、順次以下の指標も導⼊
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■ 残留農薬の安全性の確保②
厚⽣労働省では、⽇本における各⾷品の摂取量を調査
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米 164.2 g

小麦 59.8 g

はくさい 17.7 g

にんじん 18.8 g

りんご 24.2 g

コーヒー豆 3.3 g

・・・ ・・・

国⺠平均

妊婦
幼⼩児

○ 国⺠平均のほか、幼⼩児、妊婦、⾼齢者と
いった各集団ごとの摂取量を調査

○ ⼀⽇の平均的な摂取量のほか、⼀度にたく
さん⾷べる場合の摂取量を調査

残留基準
（農薬Ａ） 0.02ppm 0.05ppm 0.1ppm 2ppm

・・・

⾷品を通じた
農薬の摂取量

これら調査結果に基づき、残留基準を設定し
た場合の農薬の摂取量を推定。

→ ADIやARfDを超えないことを確認
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⾷品ごとに摂取量を積み上げて農薬の摂取量を推定 個別の⾷品ごとに農薬の摂取量を推定

ADIに基づくリスク管理 ARfDに基づくリスク管理

⻑
期
間
で
の
平
均
農
薬
摂
取
量

⾷品Aから摂取される
農薬の量

⾷品Bから摂取される
農薬の量

⾷品Zから摂取される
農薬の量

推定される摂取量

健康に悪影響を及ぼさないレベル
(ＡＤＩの８０％)

最⾼残留濃度
×

最⼤⼀⽇摂取量
（摂⾷者の97.5％タイル）

平均残留濃度
×

平均⼀⽇摂取量

短
期
間
で
の
最
⼤
農
薬
摂
取
量

⾷
品
Ａ
か
ら
摂
取
さ
れ
る
農
薬
の
量

推定される摂取量

⾷
品
Ｚ
か
ら
摂
取
さ
れ
る
農
薬
の
量

健康に悪影響を及ぼさないレベル
(ARfD)

⾷
品
Ｂ
か
ら
摂
取
さ
れ
る
農
薬
の
量

各農薬の⻑期的な平均摂取量を推定し、ADIの80%
を超えないことを確認した上で、基準値を設定

各農薬の短期的な最⼤摂取量を推定し、ARfDを超え
ないことを確認した上で、基準値を設定

（注）⾷品以外（⽔、環境）から
の農薬摂取を最⼤20％と仮定

11



Ministry of Health, Labour and Welfare 

健康に悪影響を
及ぼさないレベル

○残留基準値は、いずれの場合も、農薬の摂取量が健康に悪影響を及ぼさ
ないことを確認して設定。

○ その前提の下で、個々の基準値は、農作物の種類や農薬の使⽤⽅法に応
じて異なる。

・同じ農薬であっても、農作物により使⽤⽅法が異なれば、基準値も異なる
・同じ農作物であっても、国により使⽤⽅法が異なれば、基準値も異なる

下回る

■残留農薬の安全性の確保③（個々の残留基準値との関係）
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2ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.3ppm

農薬の摂取量
（残留

基準）

＝ 安全性を
確認

・⻑期間での平均摂取量
・短期間での最⼤摂取量

個々の基準値は
農薬の使⽤⽅法等に応じ

それぞれ異なる
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■ 個々の残留基準値について①
Ｑ．似たような農作物でも残留基準が違うのはなぜ？

残留基準 2ppm 0.01ppm

りんご ⽇本なし

残留基準 0.05ppm 0.3ppm

キャベツ はくさい
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Ｑ．同じ農作物でも⽇本と外国で残留基準が違うのはなぜ？

残留基準 2ppm 0.01ppm 残留基準 0.05ppm 0.3ppm
⽇本 外国Ａ ⽇本 外国Ａ農薬Ｂ（例）

残留基準 0.01ppm 2ppm
農薬Ｃ（例）

残留基準 0.3ppm 0.05ppm

農薬Ｂ（例）

農薬Ｃ（例）

⾷べる量はりんごの⽅が多いのに・・ ⾷べる量はそんなに変わらないのに・・
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■ 個々の残留基準値について②
○ 個々の残留基準値は、使⽤⽅法を遵守して農薬を適正に使⽤した

場合の残留試験の結果を踏まえて設定。

○ ただし、健康に悪影響を⽣じるおそれがある場合は、その使⽤
⽅法⾃体を⾒直し。

（国際的に共通の考え⽅）

農薬Ａ（例）
適⽤作物：ぶどう
使⽤⽅法：散布
希釈倍数：1000〜2000倍
使⽤時期：収穫7⽇前まで
使⽤回数：３回以内

使⽤⽅法（注）

（注）国内で使⽤される農薬は、農薬取締法により使⽤⽅法の
遵守義務あり。⾚字は、最⼤残留が予測される使⽤⽅法。

作物残留試験を実施 残留基準の設定

農薬Ａ（例）
ぶどう：2ppm

適⽤農作物ごとに
使⽤⽅法が定められている

最⼤の残留が予測される使⽤
⽅法に従って実際に農薬を使
⽤し、残留濃度を分析

残留試験の結果に基づいて
残留基準を設定
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農薬を正しく使⽤すれば残留基準値を超えないが、不適正に使⽤すれば
基準を超えるような値を設定 → 農薬の適正使⽤を誘導

⾃然条件下での試験であるため、
残留濃度のバラツキを考慮し、
試験の実測値からある程度の許容
幅をおいて設定。
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■ 個々の残留基準値について③

○ 残留基準は、農作物ごとに設定。
＝同じ農薬であっても、農作物ごとに基準値が異なる。

（理由）農薬の使⽤⽅法は農作物ごとに定められており、その残留濃
度も農作物ごとに異なるため。

適⽤作物：ぶどう
使⽤⽅法：散布
希釈倍数：500〜1000倍
使⽤時期：収穫7⽇前まで
使⽤回数：３回以内

使⽤⽅法 作物残留試験を実施 残留基準の設定

ぶどう：2ppm

農薬Ｂ（例）

適⽤作物：稲
使⽤⽅法：種⼦浸漬
希釈倍数：2000倍
使⽤時期：は種前
使⽤回数：１回

⽶：0.02ppm
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■ 個々の残留基準値について④

○ 農薬の使⽤が予定されない農作物には、残留基準を設定しない。
→ ⼀律基準（0.01 ppm）を適⽤

【残留基準が設定される農作物】
・国内で当該農薬が使⽤される農作物
・国内では使⽤されないが、海外で当該農薬が使⽤される農作物（輸⼊品

への対応）

（注）農作物以外では、畜産物（飼料を通じた農薬の残留）や⽔産物（⽔系を通じた農薬の残留）について、
農薬を適正に使⽤した場合であっても残留が予測される場合は、残留基準を設定する場合がある。

作物名 国内で使⽤ 海外で使⽤ 残留基準
⼩⻨ × ○ → 0.5ppm

にんじん ○ ○ → 1ppm
はくさい ○ × → 0.8ppm
キャベツ × × → なし
りんご ○ × → 3ppm
ぶどう × × → なし

農薬Ｃ（例）
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⼀律基準
(0.01ppm)

⼀律基準
(0.01ppm)
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（先ほどの答えは・・）

Ｑ．似たような農作物でも残留基準が違うのはなぜ？

農作物への適⽤ ○ ×

残留基準 2ppm ⼀律基準
（0.01ppm）

りんご ⽇本なし

（農薬の適⽤の有無が違うケース）

○ 基準値は200倍異なるが・・
→あくまで当該農作物へ使⽤するかどうかの違いによる。

健康へのリスクが200倍異なるからではない。

使⽤⽅法 1回散布
収穫7⽇前まで

3回散布
収穫1⽇前まで

残留基準 0.05ppm 0.3ppm

キャベツ はくさい

（農薬の使⽤⽅法が違うケース）
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Ｑ．同じ農作物でも⽇本と外国で残留基準が違うのはなぜ？

農作物への適⽤ ○ ×

残留基準 2ppm ⼀律基準
(0.01ppm)

（農薬の適⽤の有無が違うケース）

○ 農薬によって、また農作物によって、
⽇本の基準値の⽅が⼤きい場合もあれば、⼩さい場合もある。
→国によって、気候・⾵⼟等の違いにより農薬の使⽤状況が異なるため。

健康へのリスクが異なるからではない。

使⽤⽅法 1回散布
収穫7⽇前まで

3回散布
収穫1⽇前まで

残留基準 0.05ppm 0.3ppm

（農薬の使⽤⽅法が違うケース）

⽇本 外国Ａ ⽇本 外国Ａ農薬Ｂ（例）

農作物への適⽤ × ○

残留基準 ⼀律基準
(0.01ppm) 2ppm

農薬Ｃ（例）
使⽤⽅法 3回散布

収穫1⽇前まで
1回散布

収穫7⽇前まで

残留基準 0.3ppm 0.05ppm
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農薬Ｂ（例）

農薬Ｃ（例）
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■ 残留農薬の実態の確認

厚⽣労働省では、
○ 農薬の残留基準値を設定するとともに、
○ 実際の⾷品中の残留農薬の実態を確認することにより、

⾷品の安全性を確保。（⾃治体と協⼒して実施）
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【モニタリング検査等】
厚⽣労働省や都道府県等の⾃治体において、

輸⼊⾷品や国内流通⾷品について、残留農薬の
検査を実施。 → 残留基準違反は廃棄等の措置

【⼀⽇摂取量調査】
厚⽣労働省が⾃治体の協⼒を得て、⽇常の⾷

事を通じた実際の農薬摂取量を推定するため、
マーケットバスケット⽅式による調査を実施。
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○ 厚⽣労働省では、⽇常の⾷事を通じた実際の農薬摂取量を推定するため、
毎年度マーケットバスケット調査を実施。

○ その結果、各農薬の⼀⽇摂取量はADIを⼤幅に下回っており、残留基準に
よる農薬のリスク管理が有効であることを確認。

■ 残留農薬の⼀⽇摂取量調査（マーケットバスケット調査）

【マーケットバスケット調査とは】
・通常の残留農薬のモニタリング検査（個々の⾷品ごとの検査）とは異なり、市販の様々な⾷品を組み合わせ（各

⾷品の国⺠の平均摂取量に基づいて組み合わせる。） 、さらに、⾷品に応じて煮る、焼く等の調理を加えたも
のをサンプルとして、残留農薬の検査を⾏うもの。

・理論上の農薬摂取量の推定に⽐べ、⾷事を通じて⼈が摂取する農薬の量をより実態に近く推定することが可能。

平成25年度調査結果：http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000082215.pdf

（平成25年度調査結果一部）
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平均⼀⽇摂取量 対ＡＤＩ⽐ 平均⼀⽇摂取量 対ＡＤＩ⽐
（μｇ/⼈/⽇）  （％） （μｇ/⼈/⽇）  （％）

アセタミプリド 1.64 0.04 チアメトキサム 0.86 0.09
アセフェート 0.11 0.09 チオジカルブ及びメソミル 0.35 0.02
アゾキシストロビン 0.92 0.01 ドラメクチン 0.03 0.06
イプロジオン 2.40 0.08 トリフルミゾール 1.07 0.13
イマザリル 0.67 0.04 トルフェンピラド 0.57 0.19
イミダクロプリド 1.13 0.04 ピラクロストロビン 0.26 0.01
クレソキシムメチル 2.52 0.01 フェンプロパトリン 1.09 0.08
クロチアニジン 0.39 0.01 フルフェノクスロン 3.29 0.17
クロルピリホス 0.16 0.29 プロシミドン 1.71 0.09
クロルフェナピル 1.90 0.14 ペルメトリン 1.60 0.06
シペルメトリン 1.94 0.07 ボスカリド 1.62 0.07
チアクロプリド 0.32 0.05 メタラキシル及びメフェノキサム 0.77 0.07

農薬等の名称 農薬等の名称



Ministry of Health, Labour and Welfare 

残留基準の設定 残留農薬の
モニタリング検査等

⾷品を通じた
農薬摂取量の調査

■ 残留農薬のリスク管理（まとめ）

残留基準への適合性
を確認
基準を超える⾷品の
販売等を禁⽌
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2 ppm

0.02 ppm

0.05 ppm

0.1 ppm

科学的評価に基づき、
健康への悪影響がな
いように残留基準を
設定

実際の摂取量が健康
に悪影響を⽣じない
レベルであることを
確認


